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(紀北森林計画区）

自平成２４年４月１日
計画期間

至平成３４年３月３１日

(平成２５年１２月変更）
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糸 己 司 上 簔 棒 言 十 置 屋

１「第１計画の対象とする森林の区域」の一部を次のとおり変更する

( 単 位 面 積 : h a )

その他の市町については、平成２５年３月１２日公表の地域森林計画のとおり
(注）１．地域森林計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する

区域内の民有林とする。
２．本計画の対象森林は、森林法第１０条の２第１項に基づく林地の開発行
為の許可制、同第１０条の７の２第１項に基づく森林の土地の所有者とな
った旨の届出制及び同第１０条の８第１項に基づく伐採及び伐採後の造林
の届出制の対象となる。
３．森林計画図は和歌山県庁、海草振興局、那賀振興局及び伊都振興局に備
え付け閲覧に供する。

２「第３-２（２）天然更新に関する指針」の一部を次のとおり変更する

イ天然更新の標準的な方法に関する指針

①天然更新すべき立木の本数
期待成立本数は１ヘクタール当たり10 , 0 0 0本とし、天然更新すべき立木

の本数は、稚樹高50cm以上の更新樹種が、期待成立本数に対して10分の３を
乗じた本数以上が成立している状態とすること。

②天然更新補助作業の標準的な方法
天然下種更新については、気候その他の立地条件を勘案して、適期にかき起こ
しを行うことを定めるものとすること。
ササや粗腐植の堆積等により更新が阻害されている箇所では、末木枝条類の除

去あるいはかき起こしを行うこと。
また、発生した稚樹の生育促進するための刈り出しを行うほか、更新の不十分

な箇所には植え込みを行うことを定めるものとすること。
萌芽更新については、萌芽の優劣が明らかになる頃に、萌芽整理を行うことを

定めるものとすること。
なお、天然更新の標準的な方法は、天然更新を行う際の規範として市町村森林

整備計画において定められるものとする。
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総 数 ６２ , ７３２ 4５１h a現況が森林以外となったため
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③天然更新の完了確認方法
天然更新の完了確認については、森林法第１０条の８及び第１５条に基づく届

出を受理した者は、その届出の天然更新の方法に基づき適確な更新が図られてい
るかを現地確認するものとする。
また、更新すべき立木の本数に満たず天然更新が困難であると判断される場合

にあっては、天然更新補助作業又は人工造林を行い、確実な更新を図るものとす
る。
なお、天然更新の完了を確認する方法の詳細については、「和歌山県天然更新

完了基準書」（平成２５年９月２５日付け林第４５５号林業振興課長通知）によ
るものとする。

’ ウ伐採跡地の天然更新をすべき期間に関する指針
林地の荒廃を早期に防止するため、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日

から起算して５年を経過する日までに適確な更新を確保するものとする。
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